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一　

三九　

隅　

谷　

史　

人

　
　
　
　
　

れ
た
事
例

　
　
　
　
　

Ｍ
Ｂ
Ｏ
の
場
合
に
お
け
る
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
の
決
定
（
会
社
法
一

　
　
　
　
　

七
二
条
一
項
）
は
、
①
取
得
日
に
お
け
る
株
式
の
客
観
的
価
値
に
加
え
て
、
②
強
制
取
得

　

五
三
一　

に
よ
り
失
わ
れ
る
今
後
の
株
価
上
昇
に
対
す
る
期
待
を
評
価
し
た
価
格
を
も
考
慮
し
、
裁　
　
　
　

二　

七三　

山
本
真
知
子

　
　
　
　
　

判
所
の
合
理
的
な
裁
量
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
と
し
た
事
例
（
サ
イ
バ
ー
ド
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

　
　
　
　
　

グ
ス
事
件
高
裁
決
定
）

　

五
三
二　

積
付
不
良
に
基
づ
く
堪
航
能
力
担
保
義
務
違
反
と
フ
リ
ー
イ
ン
条
件
の
対
抗
可
能
性
（
ホ　
　
　
　

三　

四五　

笹

岡

愛

美

　
　
　
　
　

ワ
イ
ト
・
フ
ジ
号
、
ホ
ワ
イ
ト
・
コ
ー
ワ
号
事
件
）
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五
三
三　

取
締
役
再
任
前
の
事
情
お
よ
び
取
締
役
未
就
任
時
の
事
情
に
よ
る
解
任
の
訴
え
の
可
否　
　
　
　
　

四　

六七　

宮

島
　

司

　

五
三
四　

会
社
の
経
営
を
支
配
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
事
実
上
の
取
締
役
に
対
し
て
、
第
三
者
に　
　
　
　

五　

四一　

鈴
木
千
佳
子

　
　
　
　
　

対
す
る
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例

　

五
三
五　

内
紛
学
校
法
人
理
事
解
任
決
議
が
無
効
と
さ
れ
た
が
、
無
効
確
認
の
訴
え
の
利
益
が
否
定　
　
　
　

六　

一四五　

加

藤
　

修

　
　
　
　
　

さ
れ
た
事
例

　
　
　
　
　

会
社
の
行
っ
た
会
計
処
理
に
つ
い
て
、
公
正
な
る
会
計
慣
行
に
適
合
し
な
い
違
法
性
を
認

　

五
三
六　

め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
実
施
し
た
配
当
に
は
配
当
可
能
利
益
を
欠
く
よ
う
な　
　
　
　

八　

一〇七　

藤

田

祥

子

　
　
　
　
　

違
法
が
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
―
三
洋
電
機
違
法
配
当
事
件
―

　
　
　
　
　

一
、
監
査
役
選
任
議
案
に
つ
い
て
の
監
査
役
会
の
同
意
無
効
と
株
主
総
会
決
議
の
裁
量
棄

　

五
三
七　

却

　
　
　
　
　

二
、
取
締
役
会
の
決
議
方
法
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
議
決
権
数
に
達
し
た
こ
と
が
明
白
に　
　
　
　

九　

五一　

山
本
爲
三
郎

　
　
　
　
　

な
っ
た
時
に
表
決
が
成
立
す
る

　

五
三
八　

特
例
有
限
会
社
に
お
け
る
取
締
役
の
監
視
義
務
違
反
に
基
づ
く
対
第
三
者
責
任　
　
　
　
　
　
　
　

十　

七九　

来
住
野　

究

　

五
三
九　

公
正
な
る
会
計
慣
行
と
銀
行
の
支
援
の
合
理
性
（
日
債
銀
粉
飾
決
算
事
件
差
戻
審
判
決
）　　
　
　

十一　

一二三　

長

畑

周

史 

　

五
四
〇　

不
動
産
売
却
を
依
頼
さ
れ
た
仲
介
業
者
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
サ
ヤ
抜
き
行
為
に
つ
い
て
依
頼　
　
　

十二　

四三　

杉

田

貴

洋

　
　
　
　
　

者
側
か
ら
の
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
例

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
民
事
訴
訟
法
研
究
会

　

四
三
二　
　

平
二
四
１
（
民
集
六
六
巻
三
号
一
一
六
三
頁
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二　

九二　

小　

原　

将　

照

　

四
三
三　
　

平
二
二
３
（
民
集
六
四
巻
七
号
一
七
一
九
頁
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六　

一五一　

中　

島　

弘　

雅

　

四
三
四　
　

平
二
四
２
（
民
集
六
六
巻
七
号
三
一
二
三
頁
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八　

一二五　

村

田

典

子

　

四
三
五　
　

平
二
二
４
（
民
集
六
四
巻
二
号
四
九
八
頁
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九　

六五　

渡　

辺　

森　

児

　

四
三
六　
　

平
二
二
５
（
民
集
六
四
巻
四
号
一
一
〇
七
頁
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十　

九〇　

杉　

本　

和　

士
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〔
下
級
審
民
訴
事
例
研
究
〕　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
民
事
訴
訟
法
研
究
会

　
　
　

将
来
の
介
護
費
用
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
被
害
者
が
一
時
金
賠
償
方
式
に
よ
る
支
払
を
求
め

　
　
　

た
の
に
対
し
、
定
期
金
賠
償
方
式
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
第
一
審
判
決
が
、
控
訴
審
判
決
に
お

　

66　

い
て
一
時
金
賠
償
方
式
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
、
変
更
さ
れ
た
事
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三　

六四　

川

嶋

隆

憲

　
　
　

福
岡
高
裁
平
成
二
三
年
一
二
月
二
二
日
判
決
（
福
岡
高
裁
平
成
二
三
年
ネ
第
二
四
七
号
・
第
七

　
　
　

四
八
号
）、
損
害
賠
償
請
求
控
訴
・
同
附
帯
控
訴
事
件
、
判
例
時
報
二
一
五
一
号
三
一
頁

　
　
　

公
正
取
引
委
員
会
が
調
査
の
過
程
で
収
集
し
た
資
料
に
つ
い
て
、
イ
ン
カ
メ
ラ
手
続
を
経
て
、

　
　
　

証
拠
調
べ
の
必
要
性
及
び
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
該
当
性
が
一
部
認
め
ら
れ
た
事
例

　
　
　

文
書
提
出
命
令
申
立
事
件
（
大
阪
地
裁
平
成
二
四
年
六
月
一
五
日
民
事
第
四
部
決
定
）、
判
例　
　
　

十二　

五一　

河

村

好

彦

　
　
　

時
報
二
一
七
三
号
五
八
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
八
九
号
三
五
二
頁

〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
民
事
訴
訟
法
研
究
会

　
　
　

普
通
預
金
債
権
の
う
ち
差
押
命
令
送
達
時
後
同
送
達
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
が
経
過
す
る
ま

　
　
　

で
の
入
金
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
と
な
る
部
分
を
差
押
債
権
と
し
て
表
示
し
た
債
権
差
押
命
令

　
　
　

の
申
立
て
が
、
差
押
債
権
の
特
定
を
欠
き
不
適
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

　

36　

平
成
二
四
年
（許）
第
一
号
債
権
差
押
命
令
申
立
て
却
下
決
定
に
対
す
る
執
行
抗
告
棄
却
決
定
に
対　
　
　
　

一　

五一　

山
木
戸
勇
一
郎

　
　
　

す
る
許
可
抗
告
事
件
（
最
高
裁
平
成
二
四
年
七
月
二
四
日
第
三
小
法
廷
決
定
・
裁
時
一
五
六
一

　
　
　

号
三
二
三
頁
、
判
時
二
一
七
〇
号
三
〇
頁
、
判
タ
一
三
八
四
号
一
二
六
頁
、
金
法
一
九
六
一
号

　
　
　

九
四
頁
、
金
判
一
四
〇
八
号
二
六
頁
、
金
判
一
三
九
七
号
八
頁
）

　
　
　

宗
教
法
人
の
所
有
す
る
土
地
の
明
渡
し
を
求
め
る
訴
え
が
、
法
律
上
の
争
訟
に
当
た
ら
ず
、
不

　
　
　

適
法
と
さ
れ
た
事
例

　
　
　

土
地
明
渡
等
、
代
表
役
員
の
登
記
抹
消
手
続
請
求
事
件　

最
高
裁
平
二
〇
年
（受）
第
一
五
六
五
号
、

　
　
　

平
二
一
年
九
月
一
五
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
裁
判
所
時
報
一
四
九
二
号
一
六
頁
、
判
例
時
報
二　
　
　
　

四　

七八　

三

上

威

彦

　
　
　

〇
五
八
号
六
二
頁
＝
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
〇
八
号
一
一
七
頁
＝
金
融
法
務
事
情
一
八
八
八
号
六

　
　
　

〇
頁
）

6737
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詐
害
行
為
取
消
権
の
訴
訟
物
で
あ
る
詐
害
行
為
取
消
権
は
、
取
引
債
権
者
が
有
す
る
個
々
の
被

　
　
　

保
全
債
権
に
対
応
し
て
複
数
発
生
す
る
も
の
で
は
な
い
。（
補
足
意
見
が
あ
る
。）

　
　
　

最
高
裁
平
成
二
二
年
一
〇
月
一
九
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
平
成
二
一
年
（受）
第
七
〇
八
号
詐
害
行

　
　
　

為
取
消
等
請
求
事
件
）
金
融
・
商
事
判
例
一
三
五
五
号
一
六
頁　

上
告
棄
却
、
第
一
審
神
戸
地　
　
　
　

五　

五四　

春
日
偉
知
郎

　
　
　

裁
尼
崎
支
部
平
成
二
〇
年
七
月
一
五
日
判
決
（
金
融
・
商
事
判
例
一
三
五
五
号
二
〇
頁
）、
控　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

訴
審
大
阪
高
裁
平
成
二
一
年
一
月
二
三
日
判
決
（
金
融
・
商
事
判
例
一
三
五
五
号
二
二
頁
）

　
　
　

将
来
の
給
付
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
の
で
き
る
請
求
と
し
て
の
適
格
を
有
し
な
い
も
の
と
さ

　
　
　

れ
た
事
例

　
　
　

最
高
裁
平
成
二
四
年
一
二
月
二
一
日
第
二
小
法
廷
判
決
（
所
有
権
移
転
登
記
手
続
、
持
分
移
転

　

39　

登
記
抹
消
登
記
手
続
等
、
持
分
権
確
認
等
請
求
事
件
、
最
高
裁
平
二
三
（受）
第
一
六
二
六
号
、
一　
　
　

十一　

一三四　

三

木

浩

一

　
　
　

部
破
棄
自
判
、
一
部
上
告
棄
却
）
最
高
裁
判
所
裁
判
集
民
事
二
四
二
号
一
一
七
頁
、
裁
判
所
時

　
　
　

報
一
五
七
一
号
四
頁
、
判
例
時
報
二
一
七
五
号
二
〇
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
八
六
号
一
七
九

　
　
　

頁
、
金
融
法
務
事
情
一
九
六
五
号
一
二
三
頁

紹
介
と
批
評

ロ
ビ
ン
・
コ
ー
エ
ン
著
（
駒
井
洋
訳
）

　
『
新
版
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
』…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三　

七九　

関　

根　

政　

美

Ｍ
・
ト
ン
リ
ィ
及
び
Ｔ
・
ラ
ピ
︲
セ
ペ
レ
編

　
『
犯
罪
と
司
法
第
四
〇
巻
―
北
欧
に
お
け
る
犯
罪
と
司
法
』…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十一　

一五五　

坂

田
　

仁

石
川
明･

石
渡
哲･

芳
賀
雅
顯
編

　
『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事
訴
訟
法
判
例
Ⅱ
』…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十二　

六七　

栗　

田　

陸　

雄

38
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特
別
記
事

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
学
研
究
所
講
演
会
「
ア
ラ
ブ
民
主
化
の
行
方
―
エ
ジ
プ
ト
を
中
心
に
」 

一　　

一

バ
ル
キ
ス
・
サ
イ
ド
ゥ
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

一　

七一

池
上
萬
奈
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

一　

八〇

法
学
研
究
第
八
十
五
巻
（
自
一
号
至
第
十
二
号
）
総
目
次 

二　

一〇七

麻
生
典
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

三　

八九

平
野
龍
二
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

三　

一〇一

白
鳥
潤
一
郎
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

三　

一一〇

呉
茂
松
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

四　

九七

廉
舒
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

四　

一〇七

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
学
研
究
所
講
演
会
「『
地
域
主
権
改
革
』
の
ゆ
く
え
と
地
方
自
治
の
課
題
」 

五　

六九

生
田
正
輝
先
生
略
歴
・
主
要
業
績 

七　

四二七

久
保
田
哲
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

九　

八一

鎌
原
勇
太
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

九　

九四

鄭
惠
仁
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

十　

一一三

内
海
朋
子
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

十　

一二九

小
沢
奈
々
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

十一　

一七一

陳
宇
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

十一　

一八三

速
水
淑
子
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

十二　

七七
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追
悼
文

生
田
正
輝
先
生
の
想
い
出 

七　

四一九　

霜

野

壽

亮

生
田
先
生
の
思
い
出 

七　

四二三　

田

中

康

夫


